
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２那第１３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年２月２０日（月） ０９時２５分ごろ 

発生場所 鹿児島県瀬戸内
せ と う ち

町古仁屋
こ に や

港北西方沖  

 瀬戸内町所在のオネン埼灯台から真方位１９０°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯２８°１１.３′ 東経１２９°１４.６′） 

事故等調査の経過  平成２４年２月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーモーターボート 白金
しろがね

丸 、２.６トン 

 ＫＧ３－３０２６６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部に亀裂 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、釣り場を移動

するために瀬戸内町加計呂麻島のデリキヨンマ埼東方沖を船首約０.

５ｍ、船尾約０.８ｍの喫水及び約５ノットの対地速力で手動操舵に

より北進中、平成２４年２月２０日０９時２５分ごろ浅礁に乗り揚げ

た。 

 船長及び同乗者は、船長が手配した海上タクシーに救助され、本船

は、海上保安庁の巡視船により古仁屋港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターがなかった。 

 船長は、デリキヨンマ埼東方沖で何度か釣りを行ったことがあった

ので、岩や浅礁が点在していることを知っており、本事故当時、航行

方向を見て浅礁を避けたつもりであったが、避けていなかった。 

 乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、デリキヨンマ埼東方沖を北進中、船長が、見張りを適切に

行っていなかったことから、浅礁に向かっていることに気付かずに航

行し、浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、デリキヨンマ埼東方沖を北進中、船長が、見張



 

りを適切に行っていなかったため、浅礁に向かっていることに気付か

ずに航行し、浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・岩と浅礁が点在する水域を航行する場合には、見張りを適切に行

うこと。 

 




